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	第　　　　号　　　　　　　　　　　　 

	年　　月　　日
住所
氏名　　　　　　　　様
富岡町長　　　　　　　　　　　　
地方税法第14条の18第１項の規定により下記のとおり、譲渡担保財産から徴収することとしたので納めて下さい。本日から10日を経過した日までに完納されないときは、あなたを第二次納税義務者とみなして当該財産につき滞納処分をすることとなります。なおこの処分について不服がある場合は、この告知書を受けとった日の翌日から起算して３か月以内に町長に審査請求をすることができます。
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